
 

≪役員の選解任・指名の決定に関する方針≫ 

 

取締役候補者の指名や、代表取締役および役付取締役の選定・解職のプロセ

スの透明性を確保することを目的として、独立社外取締役が過半数を構成し、

独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会を設置しております。 

 

ＣＥＯ等の経営陣幹部の選任と業務執行取締役候補の指名にあたっては、当

社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すうえで、経営理念や経

営戦略の実現への貢献が期待できる、見識・経験・能力を有する事業に精通し

た人材を選定しております。 

 

非業務執行取締役（監査等委員である取締役や社外取締役等）候補の指名に

あたっては、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すうえで、

監督機能を十分に発揮できる、会社経営に関する豊富な知見や高度な専門性を

有する人材を選定しております。 

 

これらの選定に際しては、当社の事業・規模・体制を踏まえて、取締役会全

体のバランスも勘案しながら指名諮問委員会の答申を受け取締役会で決定して

おります。 

 

また、ＣＥＯ等の経営陣幹部について、その職務遂行に重大な支障が生じた

場合や、会社の業績等の評価を考慮したうえで、求められる役割が期待できな

いと判断される場合には、指名諮問委員会の答申を踏まえ、その解任を取締役

会で決定いたします。 


